
2022 年 11 月 24 日 

 

吸収合併に係る事前開示書面 

 

川崎市中原区上小田中四丁目 1 番 1 号 

 富 士 通 株 式 会 社 

代 表 取 締 役 社 長  時 田  隆 仁 

 

富士通株式会社は、2023 年 4 月 1 日を効力発生日として、富士通株式会社（以下「吸収

合併存続会社」という）を吸収合併存続会社、吸収合併存続会社の完全子会社である株式会

社滋賀富士通ソフトウェア（以下「吸収合併消滅会社」という）を吸収合併消滅会社とする

吸収合併（以下「本件合併」という）を行うことといたしました。 

本件合併を行うに際して、会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 191 条により開

示すべき事項は、以下のとおりです。 

 

１． 吸収合併契約の内容 

 本件合併における吸収合併契約の内容は、別紙 1 のとおりです。 

 

２． 対価の相当性に関する事項 

 吸収合併消滅会社が吸収合併存続会社の完全子会社であることから、吸収合併存続

会社は、本件合併に際し、その対価として株式、金銭その他財産の交付は行いません。 

 

３． 吸収合併消滅会社の計算書類等に関する事項 

（１） 吸収合併消滅会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容 

別紙 2 のとおりです。 

（２） 吸収合併消滅会社の最終事業年度末日後に生じた重要な後発事象の内容 

・自己株式の取得の件 

吸収合併消滅会社は、2022 年 6 月 28 日開催の定時株主総会において、会社法第

156 条第 1 項の規定に基づき、自己株式の取得に係る事項について決議し、同月 30

日付で 1,044,321,600 円を取得価額として普通株式 30 株、第 1 種種類株式（無議決

権）370 株の自己株式を取得いたしました。これにより、吸収合併消滅会社は吸収合

併存続会社の完全子会社になりました。 

 

４． 吸収合併存続会社の最終事業年度末日後に生じた重要な後発事象の内容 

（１） 完全子会社と株式の売却に関する契約締結の件 

吸収合併存続会社は、2022 年 4 月 28 日、株式会社リコーとの間で、吸収合併

存続会社の連結子会社である株式会社 PFU（以下「PFU」という）の株式の一部

を譲渡する契約を締結し、2022 年 9 月 1 日付で PFU の株式を譲渡いたしまし

た。これにより、PFU は吸収合併存続会社の連結子会社から持分法適用関連会社

になりました。 



 

（２） 自己株式処分の件 

吸収合併存続会社は、2022 年 7 月 29 日開催の取締役会決議に基づく自己株式

の処分を以下の通り実施いたしました。 

 

1. 国内募集による自己株式処分の概要 

(1) 処分期日   ：2022 年 8 月 22 日 

(2) 処分する株式の種類及び数 ：吸収合併存続会社の普通株式 75,329 株 

(3) 処分価額    ：1 株につき 18,940 円 

(4) 処分価額の総額   ：1,426,731,260 円  

(5) 割当予定先   ：吸収合併存続会社の役員及び従業員 65 名 

（うち従業員の退職者 16 名を含む） 

吸収合併存続会社の国内子会社の役員及び

従業員 36 名 

（うち役員の退職者 8 名及び退職予定者 1

名並びに従業員の退職者 8 名を含む） 

計 75,329 株 

※ 業務執行取締役を含む。 

2. 海外募集による自己株式処分の概要 

(1) 処分期日   ：2022 年 8 月 22 日 

(2) 処分する株式の種類及び数 ：吸収合併存続会社の普通株式 30,081 株 

(3) 処分価額   ：1 株につき 18,940 円 

(4) 処分価額の総額   ：569,734,140 円 

(5) 割当予定先   ：吸収合併存続会社の海外子会社の役員及び 

従業員 6 名 

     吸収合併存続会社の海外子会社への出向者 

及び転籍者 4 名 

計 30,081 株 

 

５． 吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関する事項 

   本件合併後の吸収合併存続会社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込

まれます。 

また、本件合併後の吸収合併存続会社の事業活動において、吸収合併存続会社が負担

すべき債務の履行に支障を及ぼす事態の発生は現在予想されておりません。 

以上により、本件合併の効力が生ずる日以降における吸収合併存続会社の債務につ

き、履行の見込みはあるものと判断いたしました。 

 

以上 
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富 士 通 株 式 会 社 

 

株 式 会 社 滋 賀 富 士 通 ソ フ ト ウ ェ ア 



合    併    契    約    書 

 

富士通株式会社（以下、「甲」という）と株式会社滋賀富士通ソフトウェア（以下、「乙」

という）とは、合併に関し次のとおり契約を締結する。 

 

第１条（合併の方法） 

甲および乙は、本契約に従い、甲を吸収合併存続会社とし、乙を吸収合併消滅会社とし

て合併を行う（以下、「本合併」という）。 

 

第２条（合併をする会社の商号および住所） 

（１）甲（吸収合併存続会社） 

商号：富士通株式会社 

住所：神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目１番１号 

（２）乙（吸収合併消滅会社） 

商号：株式会社滋賀富士通ソフトウェア 

住所：滋賀県大津市中央二丁目２番６号  

 

第３条（合併による新株式の発行および割当） 

乙は、甲の完全子会社であるため、甲は、本合併に際して新株式の発行および金銭等の

交付は行わない。 

 

第４条（増加すべき資本金および準備金） 

本合併に際して甲の資本金および資本準備金は増加しない。 

 

第５条（承認総会） 

１．甲は、会社法第７９６条第２項の規定により、同法第７９５条第１項の株主総会の承

認を得ないで本合併を行う。 

２．乙は、会社法第７８４条第１項の規定により、同法第７８３条第１項の株主総会の承

認を得ないで本合併を行う。 

 

第６条（効力発生日） 

本合併の効力発生日は、２０２３年４月１日とする。なお、本合併の手続進行上の必要



性その他の理由により、甲乙協議のうえ、効力発生日を変更することができる。 

 

第７条（財産および権利義務の引継ぎ） 

乙は、２０２２年３月３１日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、これ

に効力発生日に至るまでの増減を加除した資産、負債および権利義務の一切を、効力発生

日に甲に引き継ぎ、甲はこれを承継する。 

 

第８条（会社財産の善管注意義務） 

甲および乙は、本契約締結後、効力発生日に至るまで、それぞれ善良なる管理者の注意

をもって業務の執行および財産の管理、運営を行うものとし、その財産または権利義務に

重大な影響を及ぼす行為については、あらかじめ甲乙協議し合意のうえ、これを行うもの

とする。 

 

第９条（従業員の処遇） 

効力発生日における乙の従業員は、全員甲が雇用するものとし、勤続年数については、

乙における年数を通算する。その他の取扱いについては、別途甲乙協議のうえ、これを決

定する。 

 

第１０条（事情変更の場合） 

本契約締結後、効力発生日までの間に、天災地変その他の事由により、甲または乙の財

産もしくは経営状態に重大な変動が生じたときは、甲乙協議のうえ本合併条件を変更し、

または本契約を解除することができる。 

 

第１１条（協  議） 

本契約に定めのない事項または本契約に定める各条項に疑義を生じた場合、その他本合

併に関し必要な事項については、本契約の趣旨に基づき甲乙協議のうえ、これを決定する。 

  



本契約締結の証として本書１通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、甲が原本を保有し、

乙はその写しを保有する。 

 

２０２２年１１月２４日 

 

 

 神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目１番１号 

甲 富士通株式会社 

 代表取締役社長  時田 隆仁 

 

 

 滋賀県大津市中央二丁目２番６号 

乙 株式会社滋賀富士通ソフトウェア 

 代表取締役社長  吉良 滋 



別紙２ 

 
 
 
 
 
 
 
 

吸収合併消滅会社の最終事業年度に係る計算書類等 
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第 38期 事 業 報 告 

（2021年 4月 1日から 2022年 3月 31日まで） 

 

１．株式会社の現況に関する事項 

（１）事業内容 

当社は、情報システムの設計・開発、システムコンサルティング、およびパッケージソフトウェア

の開発・販売・適用支援・保守ビジネスを主に行っております。各統括部における主要なサービス

は次のとおりです。 

 

 

（２）事業の経過およびその成果 

【全般的な概況】 

（百万） 上期 下期

売上 4,043 4,378 4,131 4,561 2,245 2,316 ＋306 ＋430

営業利益 347 529 476 654 301 353 ＋188 ＋178

利益率 8.6% 12.1% 11.5% 14.3% 13.4% 15.2% ＋3.3% ＋2.8%

年初比 前年比

金融が牽引、HRも回復基調、上期・下期ともに過去最高益、利益率を達成。

FY2018 FY2019 FY2020 FY2021

 

2021 年度も感染者の減少拡大を繰り返しつつも新型コロナの影響が色濃く残っていますが、お

客様のご理解、ご協力もあって概ね予定通りの事業推進を実施することができました。金融分野

での FinSnavi ビジネスの拡大、ヘルスケア分野におけるリモート開発・保守の拡大、ＨＲ分野

での原価率改善などがあり、利益率の大幅な改善を実現しました。全体としては、売上高 4,561

百万円（年初予算比 306 百万円増）、営業利益 654 百万円（同 188 百万円増）となり営業利益、

利益率ともに年初予算を上回り、過去最高を大きく更新しました。 
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（３）事業別の状況 

（百万） 上期 下期

売上 2,363 1,174 1,189 ＋254 ＋715

営業利益 497 254 243 ＋112 ＋252

営業利益率 21.0% 21.6% 20.4% ＋2.8% ＋6.1%

売上 669 337 332 ＋41 ▲34

営業利益 54 31 23 ＋38 ＋15

営業利益率 8.1% 9.2% 6.9% ＋5.6% ＋2.6%

売上 1,528 735 794 ＋8 ▲254

営業利益 105 16 90 ＋27 ▲85

営業利益率 6.9% 2.2% 11.3% 1.7% ▲3.9%

金

融

ヘ

ル

ス

ケ

ア

H

R

FY2021 年初比 前年比

売上では滋賀銀行様次世代PJの本格化により前年比で

大幅増、また、FinSnavi      のSI原価率改善、PKG売上

増等により、年初比、前年比での損益改善に貢献。

前年に続き、収益性で当社損益を牽引。

新型   の直接的な影響に加え、下期には半導体不足

の影響も受け厳しい状況が継続。一方で    開発、   

 保守が進み、収益性が改善。PKGは富士通PKGのHX移

行に伴う売上減少影響が小幅で、予算比で増。

２Q、3Qは働き方改革需要一段落による売上の減少やＳ

Ｅ稼働率の悪化等により落ち込んだが、4Qに入り新規大

型受注や第一生命様PJでの売上増、原価改善が進み、

利益率も回復。

 

【金融ソリューション統括部】 

滋賀銀行様では、次世代基幹系システムプロジェクト（Flexsus プロジェクト）の開発を計画通

り推進しております。また、勘定系／情報系／SUCCESS 各システム業務、インフラ基盤を中心と

した運用／保守サポートにより安定稼働の継続に努めております。 

その他金融関係としては、LINE 銀行様新規開業に向けたシステム開発、PayPay 銀行様勘定系シ

ステム更改の各プロジェクトに引き続き参画するとともに、新たにローソン銀行様、オリックス

銀行様のプロジェクトに参画することでネットバンク領域への事業拡大を図っております。 

また、弊社ソリューションである FinSnavi に関しましても、十六銀行様において窓口支援サー

ビスの稼働を迎えており、並行して播州信用金庫様への適用作業も進めております。 

相続関連ではシニア向けエンゲージメントサービスを「FinSnaviReach」として新たに商標登録

し、千葉銀行様、三井住友信託銀行様、長野銀行様で実証実験として試験導入による評価をいた

だいております。（いずれも各行様からのプレスリリースあり） 

今後、終活事業展開業者様との連携等も含めた事業拡大を推進していきます。 

クロスインダストリー分野では、ローソン様を始めとした小売り業界と資金決済の連携として

AIレジレスストア関連の開発を継続して手掛けております。 

【ヘルスケアシステム統括部】 

全国の病院様向けに画像／放射線システム、外部調達サポート、部門連携サポートの対応を継

続推進しておりましたが、今年度においても新型コロナ影響からは期待通りの回復に至らず、昨

年度同様の厳しい状況が続きました。また、世界的な半導体不足によるハードウェア納入遅延の

影響による稼働延伸が相次いだことも大きな阻害要因となりました。 

このような売上減少に対応するために、今年度は作業の自動化、標準化に注力し、効率化によ

るコスト削減を推進することで損益確保を実現しております。 
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なお、弊社ヘルスケア事業に関しましては、4 月 1 日付にて富士通の事業集約方針に則り、富士

通 Japan株式会社への事業移管を実行しました。 

【ＨＲソリューション統括部】 

昨年度までのビジネスを支えた働き方改革商談の受注が一段落し、今年度は組織内改革を目標

とした事業推進を図りました。しかしながら上期にはシステム更改を実施いただいたお客様にお

いて品質問題を発生させ、ご迷惑をかける事態となりました。 

下期には上期に発生した課題への対応として、プロマネ/品質管理の強化、一部業務 PKG の標準

化推進、作業環境の改善等の効果もあってコスト削減が実現でき、また既存のお客様からのシス

テム更改案件の受注による売上増加もあったことから、売上はほぼ年初予算通り、損益では予算

を上回る結果で終わることが出来ました。 

 

（４）会社が対処すべき課題 

お客様の課題解決を現場主体で行うことを重視してまいりましたが、組織ノウハウやプロダク

ト価値を高めるために、より組織横断的に対応することが必要です。 

また、保守サポートを軸として案件対応を常駐体制で行う形態は、SE リソースがボトルネック

となり、成長の限界に達しつつあります。 

これらの課題に対応すべく、以下の事業方針で取り組んでまいります。 

全社/統括部 事業方針

会社全体 ①個別の顧客課題対応ビジネスからマーケット課題解決ビジネスへの転換

②現場起点による能動的提案とソリューション化の推進

③デリバリーの標準化

金融ソリューション統括部 ◆For Growth & For Stability 両事業領域のバランス維持

◆お客様単位での本部補完ビジネスからの脱却

◆マーケット視点で捉えたソリューション・サービスの創出

ＨＲソリューション統括部 ◆強力な顧客基盤による安定したビジネスの維持継続

◆品質管理強化の継続とプロジェクト横断による上流工程からの標準化推進

◆リモート開発・サポート拡大による場所に囚われない働き方の推進
 

 

（５）財産および損益の状況の推移 ※日本基準 

年 度 

区 分 

2018年度 

（第 35期） 

2019年度 

（第 36期） 

2020年度 

（第 37期） 

2021年度 

（第 38期） 

売 上 高 4,043,480千円 4,378,395千円 4,131,439千円 4,560,534千円 

営 業 利 益 331,770 千円 525,160 千円 470,459 千円 646,895 千円 

当 期 純 利 益 131,169 千円 349,878 千円 304,002 千円 429,034 千円 
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１株当り当期純利益 131,169 円 349,878 円 304,002 円 429,034 円 

総 資 産 3,412,877千円 3,514,405千円 3,631,656千円 3,960,491千円 

純 資 産 2,125,888 千円 2,337,767千円 2,506,769千円 2,723,804千円 

    注記 1.１株当り当期純利益は「１株当り当期純利益に関する会計基準」を適用している。 

 

（６）重要な親会社および子会社の状況 

親会社との関係 

    当社の親会社は富士通株式会社で、同社は当社の株式を 600株（出資比率：60%）保有してい

ます。当社は親会社に当社製品・サービスを納入しています。 

 

（７）主要な事業所 

   本 店：滋賀県大津市中央二丁目 2番 6号（明治安田生命大津ビル） 

 

（８）従業員の状況(常勤役員 2名を除く)   

区 分 従業員数 前期末比増減 平均年齢 

男 子 126名   ＋ 2名 44.6歳 

女 子  51名   ＋ 1名 36.8歳 

合 計 177名   ＋ 3名 42.4歳 

   嘱託者、パート、休職者を含みます。  

 

 

２．会社の株式に関する事項 

（１）発行可能株式総数 

普通株式       3,500 株 

 第一種種類株式     500 株 

 

（２）発行済株式の総数 

普通株式        630 株 

 第一種種類株式     370 株 

 

（３）資本金 

   50,000,000 円 

 

（４）株主数 

普通株式          2  名 

 第一種種類株式      1  名 
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（５）大株主 

株 主 名 

持株数 持株比率 

普通株式 

 

第一種 

種類株式 

合計株式 

富士通株式会社 600 株 － 600株 60％ 

株式会社滋賀銀行 30 株 370株 400株 40％ 

 

 

３．会社役員に関する事項 

（１）取締役および監査役の氏名等（2022年 3月 31日現在） 

氏 名 地位および担当 重要な兼職の状況 備 考 

吉 良  滋 代表取締役社長  常 勤 

岩 﨑  博 代表取締役専務  常 勤   

中 島 浩 之 取締役 ㈱滋賀銀行 上席理事総合企画部参与 非常勤 

尾 﨑 雄 一 郎 取締役 
富士通 Japan㈱ ﾌﾛﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ関西・中四国ｴﾘｱ本

部京都支社長 
非常勤 

高 村 浩 一 取締役 
富士通㈱ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ本部ﾃﾞｰﾀｱﾅﾘﾃｨｸｽｾﾝﾀｰ 

ｼﾆｱﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 
非常勤 

田 中  尚 取締役 
富士通㈱ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ部門ﾌｧｲﾅﾝｽ&ﾘﾃｰﾙｿﾘｭｰ

ｼｮﾝBG第二ﾌｧｲﾅﾝｽ事業本部長 
非常勤 

小 澤 敦 史 監査役 富士通 Japan㈱ 財務経理本部経営管理統括部長 非常勤 

 

（２）当事業年度中の取締役および監査役の異動 

①就  任 

  2021年 6月 29 日開催の定時株主総会において、取締役に吉良 滋、岩﨑 博、中島 浩之、 

尾﨑 雄一郎、高村 浩一、田中 尚がそれぞれ選任され、就任しました。引き続き行われ 

た取締役会において、代表取締役社長に吉良 滋、代表取締役専務に岩﨑 博が選任され、 

就任しました。 

 

②退  任 

     2021年 6月 29日開催の定時株主総会終結時をもって取締役 廣瀬 利彦は退任しました。 

 

 

以 上 






















